
離島振興対策
実施地域

厚生労働大臣が
別に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

岡山市 犬島 － －

旧御津町
旧建部村
旧上建部村
旧鶴田村

旧建部町 あり

玉野市 石島 － － － － あり

備前市

鶴島
大多府島
鴻島
曽島

－ － 全域 全域 あり

瀬戸内市 前島 － － 旧牛窓町 旧牛窓町 あり

赤磐市 － － －

旧笹岡村
旧熊山村
旧山方村
旧佐伯北村

旧吉井町 あり

和気町 － － －
旧佐伯村
旧和気町

旧佐伯町 あり

吉備中央町 － － －

旧都賀村
旧円城村
旧新山村
旧江与味村
旧豊野村
旧下竹荘村

全域 あり

倉敷市
釜島
松島
六口島

－ － － － －

笠岡市

高島
白石島
北木島
真鍋島
小飛島
大飛島
六島

－ －
旧神島内村
旧北木島村
旧真鍋島村

－ あり

井原市 － － －
旧井原市
旧宇戸村
旧芳井町

全域 あり

総社市 － － －

旧池田村
旧日美村
旧下倉村
旧富山村

－ あり

高梁市 －

川上町地頭
川上町七地
川上町三沢
川上町領家
川上町吉木
川上町臘数
備中町志藤用瀬
備中町布瀬
備中町長屋
備中町布賀

－ 全域 全域 あり

新見市 － －
旧新見市
旧大佐町
旧神郷町

全域 全域 あり

－

－

旧下倉村（下倉）
旧富山村（宇山・種井・延原・槁）

旧中井村（西方・津々）
旧玉川村（下切・玉・増原）
旧宇治村（穴田・宇治・遠原・本郷）
旧高倉村（飯部・大瀬八長・田井）
旧上有漢村（上有漢）
旧吹屋町（吹屋・中野・坂本）
旧中村（布寄・羽根・長地・相坂・小泉）
旧大賀村（仁賀・上大竹・下大竹）
旧高山村（高山・高山市・大原）
旧平川村（平川）
旧湯野村（西山・東油野・西油野）

旧豊永村（豊永赤馬・豊永宇山・豊永佐伏）
旧熊谷村（上熊谷・下熊谷）
旧菅生村（菅生）
旧千屋村（千屋・千屋実・千屋井原・千屋花
見）
旧上刑部村（上刑部・大井野）
旧丹治部村（田治部・布瀬）
旧神代村
旧新郷村
旧本郷村
旧万歳村
旧新砥村
旧矢神村
旧野馳村

－

－

旧熊山村2-2（勢力・千躰・奥吉原）
旧山方村（是里・滝山・黒本・黒沢・中山）
旧佐伯北村（稲蒔・光木・石・八島田・暮田）
旧布都美村2-2（合田・中畑・石上・小鎌・西勢
実・広戸）

旧佐伯村（津瀬・米沢・佐伯・父井原・矢田部・
宇生・田賀・小坂・加三方）
旧日笠村（保曽・日笠上・日笠下・木倉）

旧津賀村（広面・上加茂・下加茂・美原・加茂
市場・高谷・平岡・上野・竹部）
旧円城村（上田東・細田・三納谷・上田西・円
城・案田・高富・神瀬・小森）
旧新山村（尾原・笹目・福沢・溝部）

旧宇戸村（宇戸谷・上高末・烏頭・宇戸）

（平成２９年４月１日現在）

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）
（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

市町村名 特別地域加算対象地域（１５％：注１）

旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）
旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）
旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）
旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品
田）

振興山村
（注２）

旧神根村（今崎・神根本・高田・和意谷）
旧三国村（加賀美・多麻・都留岐・笹目）

１６ 特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域一覧
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離島振興対策
実施地域

厚生労働大臣が
別に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

浅口市 － － － 旧寄島町 旧寄島町 －

早島町 － － － － － －

里庄町 － － － － － －

矢掛町 － － － 旧美川村 全域 あり

津山市 － －

旧津山市
旧勝北町
旧加茂町
旧阿波村

旧一宮村
旧高田村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村
旧新野村
旧大井西村

旧加茂町
旧阿波村
旧久米町

あり

真庭市 － －

旧湯原町
旧美甘村
旧川上村
旧八束村
旧中和村

旧北房町
旧勝山町
旧津田村
旧美川村
旧河内村
旧湯原町
旧久世町
旧美甘村
旧川上村
旧中和村

全域 あり

美作市 － －
旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村

旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村
旧豊田村
旧巨勢村
旧作東町
旧英田町

全域 あり

新庄村 － － 全域 全域 全域 あり

鏡野町 － －
旧奥津町
旧富村
旧上斎原村

全域 全域 あり

勝央町 － － － － － あり

奈義町 － － 全域 旧豊並村 全域 あり

西粟倉村 － － 全域 全域 全域 あり

久米南町 － － －
旧弓削町
旧竜山村

全域 あり

美咲町 －

上口
小山
栃原
中垪和
東垪和
西

－

旧大垪和村
旧旭町
旧吉岡村
旧南和気村

全域 あり

注２：振興山村、豪雪、特定農山村、過疎は平成合併前の旧市町村名で指定されています。

旧美川村（上高末・下高末・宇角・内田）

注１：福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を除く。

－

旧豊並村（馬桑・関本・小坂・高円・皆木・西
原・行方）

全域

旧弓削町（下弓削・西山寺・松・上弓削・塩之
内・羽出木・全間・仏教寺・下二ヶ・上二ヶ・泰
山寺）

旧倭文西村（北・南・里・中）
旧江与味村2-2（江与味）
旧西川村（西垪和・西川・西川上）

旧富村（大・楠・富仲間・富西谷・富東谷）
旧久田村（久田上原・久田下原・黒木・河内・
土生）
旧泉村（井坂・女原・至孝農・杉・西屋・箱・養
野）
旧羽出村（羽出・羽出西谷）
旧奥津村（奥津・奥津川西・下齋原・長藤）
旧上齋原村
旧中谷村（入・山城・中谷）

-

-

旧上加茂村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村（奥津川・川東・市場・案内・羽賀・大
吉・西村・日本原・大岩）
※旧新野村の日本原は該当しません。

旧富原村（若代・下岩・清谷・曲り・古呂々尾
中・若代畝・高田山上・月田本・岩井谷・岩井
畝・上・野・後谷）
旧津田村（野原・舞高・旦土・吉・田原山上・上
山）
旧湯原町（禾津・釘貫小川・下湯原・田羽根・
都喜足・豊栄・仲間・久見・本庄・見明戸・三世
七原・社・湯原温泉）
旧二川村（粟谷・黒杭・種・小童谷・藤森）
旧美和村（余野上・余野下・樫西・樫東・目木・
三崎・中原・台金屋）
旧美甘村（鉄山・黒田・田口・延風・美甘）
旧中和村（下和・初和・別所・真加子・吉田）

旧梶並村（右手・真殿・梶並・楮・東谷上・東谷
下）
旧栗広村2-1（長谷内・馬形・宗掛）
旧大野村（川上・滝・野形・桂坪・笹岡）
旧東粟倉村（後山・太田・川東・中谷・野原・東
青野・東吉田）
旧豊田村（北原・友野・山口・山外野・大原・猪
臥・海内・平田）
旧巨勢村2-1（巨勢・海田）
旧福山村（万善・国貞・鈴家・田渕・柿ヶ原）
旧巨勢村2-2（尾谷）
旧河会村（上山・中川・横尾・北・南・滝ノ宮）

全域

-

注４：加算対象地域であるか、地名のみでは判断できない指定地域があります。具体的な対象地域については、各市町村にお問い合わせください。

注３：辺地については、別表（辺地地域一覧表）により御確認ください。

（平成２９年４月１日現在）

市町村名

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

特別地域加算対象地域（１５％：注１）
「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）

（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

振興山村
（注２）
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市町村名

山上・石妻 杉谷 畑鮎 金山寺 北野 勝尾・小田 野口 田地子上

土師方上 大田上 和田南 東本宮

津山市 物見 河井・山下 黒木 西谷・中土居 尾所 大高下 奥津川 八社

玉野市 石島

笠岡市 高島 白石島 北木島 真鍋島 飛島 六島

井原市 野上南部 野上北部 稗原 池井 共和・三原 水名 黒木 宇頭

総社市 延原・宇山

山際 柴倉 上野 追田 野呂 遠原 秋ヶ迫 本村

野原 楢井 家地 丸岩 陣山 大津寄 西野呂 割出

中野 坂本 吹屋 小泉 長地 上大竹 高山 高山市

布賀 平川 湯野 西山

花見 井原 千屋 菅生 足見 土橋 赤馬 宇山

松仁子 法曽 大井野 上油野 三室 高瀬 三坂 青木

田淵 大野 荻尾 久保井野 高野川東

備前市 頭島 大多府島 和意谷 加賀美 都留岐 笹目

是里東 是里中 是里西 滝山 中山 八島田 暮田 戸津野

中勢実 石・平山 合田・中畑 小鎌・石上

清谷
曲り・

古呂々尾中
後谷 上・岩井畝

高田山上・
野・若代畝

見尾・真賀 神代 吉

田原山上
・上山

別所・佐引 関上 日野上 杉山・日の乢 藤森
杉成・河面

・大杉
粟谷

立石 三野瀬 種 福井 見明戸 鉄山 阿口 樽見

井殿

右手 真殿 梶並 東谷下 東谷上 宗掛 江ノ原 西町

野形 滝 田井 後山 中谷 東青野 山外野 海田

梶原 小房 宮原 角南 白水 万善 国貞 田渕

柿ヶ原 日指 北 上山

和気町 大成
大杉・

加賀知田
上田土 南山方・丸山 奥塩田 北山方 室原 岸野

矢掛町 羽無 宇内

新庄村 堂ヶ原

近衛 大町 岩屋 越畑 中分 泉源 西谷下 下斉原

長藤 奥津 奥津川西 本村 石越平作 赤和瀬 小林遠藤 下東谷

馬場以北 宮原白賀 余川 興基

勝央町 上香山

奈義町 皆木

西粟倉村 大茅

久米南町 羽出木 全間 龍山 山手 京尾 安ヶ乢

長万寺 金堀 大垪和西 和田北 大垪和東 角石祖母 北 里

中 西川上 垪和 小山 大山 高城 定宗本山 畝宮山

上間

吉備中央町 広面 加茂山 津賀西 三納谷 高富 笹目・千守 納地 黒山

○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
　（昭和37年法律第88号）第２条第１項に規定する辺地

美咲町

鏡野町

美作市

真庭市

赤磐市

新見市

高梁市

岡山市

辺地名 合計　221辺地

（H29.3.31現在）　辺地地域一覧（具体的な場所等が不明な場合は、該当市町村に確認すること。）
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(1)事業所の所在地

(2)区域区分（該当する区分を○で囲ってください。） 　市街化区域 ・ 市街化調整区域 ・ 非線引き区域 ・ 都市計画区域外

(3)用途地域 　指定あり（　　　　　　　　　　）地域　・　指定なし

(4)申請者の名称、代表者の氏名

(5)施設・サービスの種類（建築物用途）

(6)工事区分（該当する区分を○で囲ってください。） 　新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 既存利用（リフォーム・用途変更）

(7)構造（該当する区分を○で囲ってください。）

(8)階数 　地上　　　　階／地下　　　　階

(9)延べ床面積　(指定申請面積） 　    　　 ㎡　（　 　　　　　　　　　　　　　㎡  ）

(10)建築年月日（新築以外の既存部分）

（平成２０年　２月）制定
（平成２４年　４月）改正
（平成２５年１２月）改正
（平成２７年　８月）改正

※（２）（３）の記載に当たり、必要な場合は、施設（事業所）所在地の市町村都市計画担当部署に確認して
　ください。

介護保険サービス事業等の新規指定申請及び施設（事業所）の
所在地の変更・増改築等をお考えの方へ

「建築物関連法令協議記録報告書」

　新規に介護保険サービス事業等を始める又は施設（事業所）の所在地の変更
や増改築等を行うに当たっては、その施設（事業所）が、人員の基準及び設備
に関する指定基準等に適合している必要があるとともに、都市計画法、建築基
準法、消防法及び県（市）の福祉のまちづくり条例にも適合している必要があ
ります。
　岡山県では、新規指定申請時及び施設（事業所）の所在地の変更や増改築等
に係る届出時（以下「新規指定申請時等」という。）に、「建築物関連法令協
議記録報告書」の提出を求め、都市計画法、建築基準法、消防法及び県（市）
の福祉のまちづくり条例に基づく手続状況等について確認を行うこととしてい
ます。

〈確認手順〉
①　新規指定申請時等までに、あらかじめ関係する行政機関の窓口に（原則
　として）出向いて事前協議を行ってください。
　　事前協議をされる場合には、下記「建築物関連法令協議記録報告書」の
　（様式１）を記入した上で、各階平面図（各室の用途記入）及びある場合
　は建築基準法に基づく「確認済証」・「検査済証」を持参してください。
②　事前協議の後、（様式２）の１～４の「（１）協議記録」の部分を記入
　し、各協議窓口で確認を受けてから、(各協議窓口担当者の求めに応じて）
　写しを提出してください。
③（様式２）の１～４の「（２）手続及び指導事項に係る処理状況」の部分
　は、介護保険サービス事業等に係る新規指定申請時等に記入し、（様式１
　）と併せて提出してください。

　なお、必要な手続は、新規指定申請時等までに完了させる必要があります。

（様式１）【 事前協議前に記入するもの 】

　木造　・　鉄骨造　・　鉄筋コンクリート造　・　（　　　　　　　　　　）

１７ 建築物関連法令協議記録報告 
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□

ア　建築基準法施行令第19条第１項に
　　　掲げる施設名

イ　各法令で定める施設
　　又は実施する事業名

ウ　根拠法令

□児童福祉施設

　□　助産施設
　□　乳児院
　□　母子生活支援施設
　□　保育所
　□　幼保連携型認定こども園
　□　児童厚生施設
　□　児童養護施設
　□　障害児入所施設
　　　□　福祉型障害児入所施設
　　　□　医療型障害児入所施設
　□　児童発達支援センター
　　　□　福祉型児童発達支援センター
　　　□　医療型児童発達支援センター
　□　情緒障害児短期治療施設
　□　児童自立支援施設
　□　児童家庭支援センター

児童福祉法第７条
　第３６条
　第３７条
　第３８条
　第３９条
　第３９条の２
  第４０条
　第４１条
　第４２条
　　第４２条第一号
　　第４２条二号
　第４３条
　　第４３条第一号
　　第４３条第二号
　第４３条の２
　第４４条
　第４４条の２

□助産所 　□　助産所 医療法第２条

□身体障害者社会参加支援施設 　□　身体障害者福祉センター
　□　盲導犬訓練施設

身体障害者福祉法第５条
　第３１条
　第３３条

□保護施設
　□　救護施設
　□　更正施設
　□　授産施設
　□　宿所提供施設

生活保護法第３８条
　第３８条第２項
　第３８条第３項
　第３８条第５項
　第３８条第６項

□婦人保護施設 　□　婦人保護施設 売春防止法第３６条

□老人福祉施設

　
　□　老人デイサービスセンター
　□　老人短期入所施設
　□　養護老人ホーム
　□　特別養護老人ホーム
　□　軽費老人ホーム
　□　老人福祉センター
　□　老人介護支援センター

老人福祉法第５条の３
　第２０条の２の２
　第２０条の３
　第２０条の４
　第２０条の５
　第２０条の６
　第２０条の７
　第２０条の７の２

□有料老人ホーム 　□　有料老人ホーム 老人福祉法第２９条

□母子保健施設 　□　母子健康センター 母子保健法第３章第２２条

□障害者支援施設 　□　障害者支援施設 障害者総合支援法第５条第１１項

□地域活動支援センター 　□　地域活動支援センター 障害者総合支援法第５条第２５項

□福祉ホーム 　□　福祉ホーム 障害者総合支援法第５条第２６項

□ 上記に該当しない施設等である。
　→　※施設等で行う福祉サービスの概要（上記に掲げる法令上のサービスの種別・根拠条項及び居住・宿泊の
　　　   有無を含む）を記入してください。

（様式１）【 事前協議前に記入するもの　つづき 】
※下記の項目については、福祉担当部署に確認の上、記入のこと。

次に該当する施設等（児童福祉施設等）である。
　→　※ア・イ欄の該当箇所をチェックしてください。

□障害福祉サービス事業
　□　生活介護
　□　自立訓練
　□　就労移行支援
　□　就労継続支援

障害者総合支援法第５条第１項
　第５条第７項
　第５条第１２項
　第５条第１３項
　第５条第１４項

151



１　都市計画法（開発許可）担当部署との協議

（１）協議記録

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

２　建築基準法担当部署との協議

（１）協議記録

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

・新築

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

②　「（２）手続及び指導事項に係る処理状況」の部分は、新規指定申請時等までに記入してください。

③　下記担当部署との協議に使用する建築図面は、新規指定申請時等に使用する図面と同一のものとしてくださ
い。

協議日時

（様式２）【 事前協議後に記入するもの 】

　この様式は、介護保険サービス事業等の新規指定申請及び施設（事業所）の所在地の変更や増改築に係る届出
をする場合（以下「新規指定申請時等」という。）に、以下に記入する都市計画法等の協議の状況等について、確認
するためのものです。各担当部署との協議及び手続等の状況について記載をお願いします。

①　「（１）協議記録」の部分は、事前協議後、速やかに記入し、各協議窓口で、内容の確認を受けてください。

協議日時

協　議

内　容

　・市街化調整区域に立地するか、否かについて　　 有　・　無　（○印を付してください。）
     → 有の場合は、建築物の所有状況    自己所有　・　賃貸　・　その他　（　　　          　　　）

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　　有　・　無　（○印を付してください。）
 　　→ 有の場合は、手続の内容　（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　）

　＜担当部署からの指導事項＞

（注） 上記１の協議のうち、特に市街化調整区域においては、都市計画法上の立地要件と技術的基準の両方
を満たす必要があり、要件を満たさないものは許可されません。また、サービスの種類によっては許可さ
れない場合があります。

建築基準法上の用
途

建築
確認
状況

（○印を付
してくださ

い。）

・既存
・確認済み　（平成　　　　年　　　　月　　　　日/番号                /用途　　　　　　            ）
・無確認
・確認申請不要

・確認済み　（平成　　　　年　　　　月　　　　日/番号                /用途　　　　　　　　　　　　）
・確認申請中
・確認申請不要

協　議

内　容

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　（○印を付してください。）
 　　有　（施工状況報告 ・ 確認申請（用途変更） ・完了検査申請・　　　　　　　　　　　　　　     　　　）
　　 無

　＜担当部署からの指導事項＞
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（１）協議記録

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

（注）

（様式２）【 事前協議後に記入するもの　つづき】

３　消防法担当部署との協議

協議日時

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　　有　・　無　（○印を付してください。）
　 　　→ 有の場合は、手続の内容　（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　）協　議

内　容

（消防法施行令別表第１の適用項）
　　□（５）項ロ　　　　□（６）項ロ　　　　□（６）項ハ　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　□　該当なし

　＜担当部署からの指導事項＞

上記４については、該当する施設（事業所）が訪問系サービスの用途に供する3,000㎡未満の事務所の
みの場合は、協議不要です。

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　　有　・　無　（○印を付してください。）
　
 　　→ 有の場合は、手続の内容　（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　）

　＜担当部署からの指導事項＞

協　議

内　容

協議日時

４　県（市）の福祉のまちづくり条例担当部署との協議

（１）協議記録
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建築場所　 都市計画法（開発許可）担当部署 建築基準法担当部署 消防法担当部署 福祉のまちづくり条例担当部署

岡山市消防局予防課
TEL086-234-9974
岡山市北消防署予防係
TEL086-226-1119
岡山市中消防署予防係
TEL086-275-1119
岡山市東消防署予防係
TEL086-942-9119
岡山市南消防署予防係
TEL086-262-0119
岡山市西消防署予防係
ＴＥＬ086-256-1119
倉敷市消防局予防課
TEL086-426-1194
倉敷消防署予防係
TEL086-422-0119
水島消防署予防係
TEL086-444-1190
倉敷玉島消防署予防係
TEL086-522-3515
児島消防署予防係
TEL086-473-1190
※来局・来課する場合は、事前
　 に倉敷市消防局予防課に電
 話すること。

津山市
岡山県土木部都市局
建築指導課開発指導班
TEL086-226-7503

津山市都市建設部
建築住宅課建築指導審査係
TEL0868-32-2099

津山圏域消防組合
ＴＥＬ0868-31-1119

【市条例運用】
津山市都市建設部
建築住宅課建築指導審査係
TEL0868-32-2099

玉野市
玉野市建設部都市計画課
都市整備・空家対策係
TEL0863-32-5538

玉野市建設部都市計画課
建築指導係
TEL0863-32-5544

玉野市消防本部
ＴＥＬ0863-31-5711

玉野市建設部都市計画課
建築指導係
TEL0863-32-5538

笠岡市
笠岡市建設産業部
都市計画課
TEL0865-69-2138

笠岡市建設産業部
都市計画課
TEL0865-69-2141

笠岡地区消防組合
ＴＥＬ0865-63-5119

笠岡市建設産業部
都市計画課
TEL0865-69-2141

総社市
総社市建設部建築住宅課
建築指導係
TEL0866-92-8289

総社市消防本部
ＴＥＬ0866-92-8342

総社市建設部建築住宅課
建築指導係
TEL0866-92-8289

新見市
新見市建設部都市整備課
建築係
TEL0867-72-6118

新見市消防本部
ＴＥＬ0867-72-2810

新見市建設部都市整備課
建築係
TEL0867-72-6118

備前市
和気町

東備消防組合
TEL0869-64-1119

瀬戸内市
瀬戸内市消防本部
TEL0869-22-1333

赤磐市
赤磐市消防本部
TEL086-955-2244

吉備中央町

岡山市消防局予防課
TEL086-234-0119
岡山市西消防署予防係
ＴＥＬ086-256-1119

高梁市
高梁市消防本部
TEL0866-21-0119

浅口市
（旧金光町）
早島町

倉敷市消防局予防課
TEL086-426-1194

井原市
矢掛町

井原地区消防組合
TEL0866-62-1260

浅口市
（旧金光町を除く）
里庄町

笠岡地区消防組合
ＴＥＬ0865-63-5119

真庭市
新庄村

真庭市消防本部
ＴＥＬ0867-42-1190

美作市
西粟倉村

美作市消防本部
ＴＥＬ0868-72-0119

鏡野町
勝央町
奈義町
久米南町
美咲町

津山圏域消防組合
ＴＥＬ0868-31-1119

建築関係法令協議先担当部署一覧表（平成３０年３月１日現在）

岡山市
岡山市都市整備局
建築指導課審査係
TEL086-803-1446

岡山市都市整備局
開発指導課
TEL086-803-1451

岡山市都市整備局
建築指導課指導係
TEL086-803-14４４

倉敷市
倉敷市建設局建築部
建築指導課審査係
TEL086-426-3501

倉敷市建設局都市計画部
開発指導課
TEL086-426-3485

【市条例運用】
倉敷市建設局建築部
建築指導課審査係
TEL086-426-3501

岡山県土木部都市局
建築指導課開発指導班
TEL086-226-7503

岡山県備前県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-233-9847

岡山県備前県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-233-9847

岡山県備中県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-434-7160

岡山県備中県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-434-7160

岡山県美作県民局建設部
管理課建築指導班
TEL0868-23-1260

岡山県美作県民局建設部
管理課建築指導班
TEL0868-23-1260
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障害福祉課（保護班）

　介護保険法の指定・開設許可を受けた介護機関が生活保護受給者に対して介護サービス
を提供するためには、生活保護法の指定介護機関としても指定を受けている必要がありま
す。
（生活保護法の指定に合わせ中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定にもなります。）

　生活保護法による指定介護機関の指定は、岡山市、倉敷市を除く県内の事業所・施設は、
開設者の指定申請により岡山県知事が行っています。
　なお、従前から、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設は、介護保険法の
指定を受けたときに生活保護法の指定を受けたものとみなされていますので指定申請の必
要はありません。

　生活保護法の改正により、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設以外の
事業所・施設も、平成２６年７月１日以降に介護保険法の指定（介護老人保健施設は開設許
可）がなされた場合は、生活保護法の指定を受けたものとみなされることとなりました。した
がって指定申請は必要ありません。
　また、介護機関を廃止すると生活保護法の指定もその効力を失いますので廃止の届も必
要ありません。
　なお、名称・所在地等変更した場合は、変更の届（様式は岡山県ホームページ（障害福祉
課）に掲載）が必要です。

　ただし、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除き、あらかじめ生活保
護法による指定が不要な旨を県知事に申し出たときは、生活保護法の指定を受けたものと
はみなされません。
　申し出の様式は岡山県ホームページ（障害福祉課）に掲載していますので、介護保険法の
指定（介護老人保健施設は開設許可）を受ける前に県知事あてに申出書を提出してくださ
い。
　なお、指定を不要とした後に指定が必要となった場合は、指定申請が必要です。

　平成２６年６月３０日までに生活保護法の指定を受けている介護機関は、改正後の生活保
護法の指定を受けたものとみなされます。指定の有効期限はありません。
　名称・所在地等を変更したとき、事業・施設を廃止したときには、その届（様式は岡山県
ホームページ（障害福祉課）に掲載）を県知事あてに提出してください。

　平成２６年６月３０日までに介護保険法の指定（介護老人保健施設は開設許可）を受け生
活保護法の指定を受けていない介護機関で生活保護受給者の利用が見込まれる場合は、
県知事に生活保護法による指定介護機関の指定を申請してください。（申請書類は事業所・
施設の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。）
　指定申請書及び誓約書の様式は岡山県ホームページ（障害福祉課）に掲載しています。

１９ 生活保護法による指定介護機関の指定
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介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けようとする 

介護事業者の方へ 

生活保護法第 54条の２第２項の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項においてその例

による場合を含む。）により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がな

された場合には、生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関として

指定を受けたものとみなされます。 

生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関としての指定が不要

な場合（※）には、生活保護法第 54条の２第２項ただし書の規定に基づき、

別紙の申出書について必要事項を記載のうえ、岡山県保健福祉部障害福祉課保

護班に提出してください。 

［申出書提出先］ 

〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県保健福祉部障害福祉課保護班 

電話：０８６－２２６－７３４４（保護班直通） 

※ 生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定を不要とした場合には、生活

保護及び中国残留邦人等支援を受けている方に対する介護サービスを行う

ことができなくなりますので、十分ご注意ください。 
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（別紙） 

申  出  書 

生活保護法第54条の２第２項ただし書の規定に基づき、生活保護法第54条の２第２項（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例による場合を含む。）に係る指定介護

機関としての指定を不要とする旨申し出ます。 

１ 介護機関の名称及び所在地 

   名 称 

   所在地 

２ 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所 

  ・開設者の氏名及び住所 

※開設者が法人の場合には、法人名、代表者の職・氏名及び主たる事務所の所在地を記載してください。

氏名 

住所 

  ・管理者の氏名及び住所 

氏名 

住所 

３ 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類 

   事業の種類 

平成 年 月 日 

岡 山 県 知 事  殿 

住所 

申出者（開設者） 

氏名 印 
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岡山労働局労働基準部監督課（℡０８６－２２５－２０１５） 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 
平成29年1月20日 

１ 趣旨 

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていること

から、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有

している。

しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制（労働者が自己の

労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。）の不適

正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問

題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるとこ

ろである。

このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置を具体的に明らかにする。

２ 適用の範囲 

本ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用され

る全ての事業場であること。

また、本ガイドラインに基づき使用者（使用者から労働時間を管理する権限の委譲

を受けた者を含む。以下同じ。）が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、労

働基準法第４１条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者（事業場外労

働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。）を除く全ての者

であること。

なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があ

ることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。

３ 労働時間の考え方 

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明

示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。そのため、

次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。

ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価

される時間については労働時間として取り扱うこと。

なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのい

かんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することが

できるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指

揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づ

けられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断さ

れるものであること。

21 労働法規の遵守

(1) 岡山労働局
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ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を義務付
けられた所定の服装への着替え等）や業務終了後の業務に関連した後始末（清掃

等）を事業場内において行った時間  
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、
労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間（いわゆる

「手待時間」）  
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の
指示により業務に必要な学習等を行っていた時間 

４ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 

（１）始業・終業時刻の確認及び記録 

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業
時刻を確認し、これを記録すること。 

（２）始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のい

ずれかの方法によること。  
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。  
イ タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基
礎として確認し、適正に記録すること。 

（３）自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置  

上記（２）の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない

場合、使用者は次の措置を講ずること。  
ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間
の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行

うこと。  
イ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガ
イドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。  
ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かに
ついて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分

かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間

と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じている

ときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。  
エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労
働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認する

こと。 
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岡山労働局労働基準部監督課（℡０８６－２２５－２０１５） 

その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではない

と報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使

用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として

扱わなければならないこと。  
オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。こ
のため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、

上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する

措置を講じてはならないこと。 
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労

働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因と

なっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合において

は、改善のための措置を講ずること。 
さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定（い

わゆる 36協定）により延長することができる時間数を遵守することは当然であ
るが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわら

ず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や

労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。 
（４）賃金台帳の適正な調製 

使用者は、労働基準法第 108条及び同法施行規則第 54条により、労働者ごと
に、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間

数といった事項を適正に記入しなければならないこと。 
また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚

偽の労働時間数を記入した場合は、同法第 120 条に基づき、30 万円以下の罰金
に処されること。 

（５）労働時間の記録に関する書類の保存 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働

時間の記録に関する書類について、労働基準法第 109条に基づき、３年間保存し
なければならないこと。 

（６）労働時間を管理する者の職務 

事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時

間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上

の問題点の把握及びその解消を図ること。 
（７）労働時間等設定改善委員会等の活用 

使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定

改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時

間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。
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※これには例外があります。 

①プロジェクトに従事する専門的知識等を有する有期雇用労働者

②定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者

については、特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられ、

本社を管轄する労働局長の認定を受けた場合には、上記の無期転換

ルールが適用除外になるという制度です。

 従って、所轄労働局長の認定を受けていない場合には、①②の労

働者であっても、上記の無期転換ルールが適用になります。

 平成２５年４月１日から１年以下の有期労働契約を更新している

場合には、平成３０年４月１日以降に無期転換申込権が発生いたし

ますので、申請はお早めにお願いします！

 申請・お問い合わせは、岡山労働局雇用環境・均等室（℡０８６

－２２４－７６３９）の有期特措法高齢者認定調査員へ
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ｰ 岡山労働局からのお知らせ -

岡 山 労 働 局 ・ 各 労 働 基 準 監 督 署

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」

検索
こちらも

ご覧ください
岡山労働局 第三次

転倒 急な動き・無理な動き 墜落・転落 その他

「急いでいるときや、両

手で荷物を抱えていると

きなどに、放置された荷

物や台⾞につまずく」

「濡れた床で滑る」など

「重いものを無理な姿勢で

持ち上げたり、移動させた

りするとき、介護で利⽤者

を持ち上げるときなどに、

ぎっくり腰になる、筋を痛

める、くじく｣ など

「脚⽴や、はしごなどの

上でバランスを崩す」

「階段で⾜が滑る」など

「やけどをした」、

「刃物で⼿を切った」、

「交通事故にあった」、

「通路でぶつかった」

など

第三次産業で多い労働災害

労働災害が急増しております。

特に、今年、小売業、社会福祉施設、飲食店などの第三次産業では、

労働災害が大幅増加（前年比２割増）しております。

まずは、裏面の基本的事項のチェックをお願いします。

その他

無理な動作による
腰痛等

階段、脚立等からの

墜落・転落

通路等での

転倒

交通事故

第三次産業
の

事故の型

危険ステッカー

第三次産業・基本的事項 用

以下のサイトにアクセスし、より安全な職場を実現下さい！

「STOP！転倒災害」

「職場における腰痛予防対策指針」

ＳＴＯＰ！転倒 検索
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□ 安全管理の責任者を決めている。

□ 職場の安全点検を行っている（毎月1日は点検の日）。

□ 朝礼等で災害防止への注意喚起を行っている。

□ 雇い入れ時、安全教育を行っている。

□ 通路、階段などに物を放置していない（整理、整頓）。

□ 床の水、油、粉、ゴミは放置せず、その都度清掃している。

□ 滑りやすい場所、段差を解消している（危険箇所はステッカー

などで表示している）。

□ 履物は滑りにくく、サイズのあった

ものを使用している。

□ 進行方向、足元を見て歩く。走らない。

□ 不安定な場所（椅子の座面、

脚立の天板）の上に立たない。

□ 階段は手すりを持つなど、

一段ずつ確実に昇降する。

□ 中腰など無理な姿勢で重い

荷物を、持ち上げない。

□ 腰痛防止、転倒防止のため、

ストレッチ体操をしている。

職 場 の チ ェ ッ ク リ ス ト

ー 安全を意識していますか？ ー
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○労働基準法では、労働時間は原則、１日８時間・１週４０時間以内
とされています。これを「法定労働時間」と言います。

○「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働（残業）をさせる
場合には、
・労働基準法第３６条に基づく労使協定（３６協定）の締結、 
・労働基準監督署への届出 
が必要です。 

○３６協定においては、「時間外労働を行う業務の種類」や、
「１か月や１年当たりの時間外労働の上限」を決めなければ
なりません。（詳しくは裏面をご参照ください。）

時間外労働

ご不明な点がございましたら、最寄りの労働基準監督署ま
でお気軽にご相談下さい。
（相談窓口の詳細につきましては、裏面をご参照ください。）

中小企業主・小規模事業者の皆さまへ 

サブロク協定をご存知ですか？

【参考】 
◆時間外労働の上限は、厚生労働大臣告示において、 
１か月45時間、１年360時間等とされています。 
（これを「限度時間」と言います。） 
＊ただし、特別条項を締結すれば、年間６か月まで、 
限度時間を超えて労働させることができます。 

◆ただし、労働時間を延長する場合には、その時間を 
 できる限り短くするよう努めなければなりません。 

時間外労働を行うには、サブロク（36）協定が必要です。

１日８時間

１週40時間

上限（限度時間） 
１か月45時間･１年360時間 等 

36協定が必要

法
定

労
働
時
間

時間外労働を行う場合には、予め、使用者と従業員の
代表の方（※）が３６協定を締結し、その協定を
労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

サブロク 

サブロク 

（※）具体的には、 
①従業員の過半数で組織する労働組合（過半数組合）
がある場合は、その労働組合、

②過半数組合がない場合は、従業員の過半数を代表
する方
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下記の窓口では、長時間残業の見直しなど、働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業者の方に、
具体的な方法のアドバイス等をしています。 

例えば、 
「労働時間等に関する現行の制度内容が分からない」 
⇒ 現行制度の内容等を説明（①）

「人材の確保など、事業運営の支障を抱えている」 
⇒ 人材が定着しやすい職場環境づくりのアドバイスや助成措置を紹介（②）
⇒ 事業運営や経営上の課題について相談・アドバイス（③）

相談窓口等について

職場環境の改善に関する相談窓口（働き方・休み方改善コンサルタント）
 長時間労働をなくし、労働時間や休暇の改善に取り組む事業主を支援しています。 
労務管理等の専門家による電話相談や、事業場を訪問し具体的な提案を行うコンサルティングを 
無料で行っています。 
▶最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）までお問い合わせください。

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

労働時間に関する現行制度の内容等についてのお問い合わせ先
▶最寄りの都道府県労働局労働基準部監督課、労働基準監督署へお問い合わせください。

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

事業運営や経営上の課題に関する相談窓口（よろず支援拠点）
 中小企業・小規模事業者の「働き方改革」に必要な、生産性の向上や人手不足への対応などの経営 
課題については、『よろず支援拠点』まで御相談ください。 
 『よろず支援拠点』は、全国47都道府県に設置されており、拠点ごとに、経営改善、会計・財務 
やＩＴなど、様々な分野の専門家を複数配置し、ワンストップで相談に応じます。また、問題に応じた適切
な支援機関の御紹介もいたします。 
▶各拠点の連絡先はこちら。 http://www.smrj.go.jp/yorozu/087939.html

時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定届）の記載例

① 

② 

③ 

お気軽にご相談ください。 

３６協定を結ばないまま法定労働時間を超えた労働（残業）が行われる場合も見受け
られますが、これは法令上問題があります。
３６協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていただくようお願いします。
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(2) 介護労働安定センター岡山支部
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２２ 認知症介護研修の研修体系

認知症介護基礎研修(H28～）
（岡山県社会福祉協議会、岡山市ふれあい公社に委託）

※実践者研修の受講要件ではない。

認知症対応型サービス 認知症介護実践研修（実践者研修）
事業開設者研修 （指定法人である県社協、岡山市ふれあい公社、県老健協が実施）

（県社協に委託）

小規模多機能型サービス等 認知症対応型サービス事業
計画作成担当者研修 管理者研修

（県社協に委託） （県社協に委託）

認知症介護実践研修（実践リーダー研修）
（指定法人である県老健協、岡山市ふれあい公社が実施）

・指定認知症対応型共同生活介護事業所がショートステイを
行う場合、実践リーダー研修修了者を配置する必要あり

・平成21年度から認知症専門ケア加算創設（3～4単位／日）
※実践リーダー研修修了者の配置が必要

【研修内容等】

研　修　名 対象者
開催時期

(H29開催状況）
備　　考

認知症介護基礎研修
介護保険施設及び事業所の介護
職員(初任者）

６回／年
委託法人（岡山県社会福祉協
議会、岡山市ふれあい公社）
へ直接申込

認知症介護実践研修(実践者研修）
介護保険施設及び事業所の介護
職員で実務経験２年以上

11回／年（老健協は１
回）
５月～１月の間で開催

指定法人である岡山県社会福
祉協議会、岡山県老人保健施
設協会及び岡山市ふれあい公
社へ直接申込

認知症対応型サービス事業開設者
研修

指定認知症対応型生活介護事業
所、指定小規模多機能型居宅介
護事業所、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所の代表者

１回／年
９月

小規模多機能型サービス等計画担
当者研修

認知症介護実践者研修を修了し
た、指定小規模多機能型居宅介
護事業所、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所の計画作成
担当者

１回／年
１０月

認知症対応型サービス事業管理者
研修

認知症介護実践者研修を修了し
た、指定認知症対応型通所介護
事業所、指定小規模多機能型居
宅介護事業所、指定認知症対応
型共同生活介護事業所、指定看
護小規模多機能型居宅介護事業
所の管理者

３回／年
９月、１１月、３月

認知症介護実践研修(実践リー
ダー研修）

実務経験５年以上かつ、認知症
介護実践研修を修了して１年以
上経過した介護保険施設及び事
業所の介護職員で、ケアチーム
のリーダーとなる者

３回／年
８月～１２月の間で開
催

指定法人である岡山県老人保
健施設協会及び岡山市ふれあ
い公社へ直接申込

５月中旬から委託法人（岡山
県社会福祉協議会）へ市町村
推薦による申込
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　*申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ提出してください。

平成３０年３月１日現在

担当課 所在地
電話番号
FAX番号

管轄する市町村等

備前県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

　〒703-8278

　岡山市中区古京町１-１-１７

電話 086-272-3915
FAX　086-272-2660

玉野市、備前市、瀬戸内市、
赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

　〒710-8530

　倉敷市羽島１０８３
電話 086-434-7054
FAX　086-427-5304

総社市、早島町、笠岡市、井原市、
高梁市、浅口市、里庄町、矢掛町

美作県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者班

　〒708-0051

　津山市椿高下１１４
電話 0868-23-1291
FAX　0868-23-2346

津山市、真庭市、美作市、新庄村、
鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

県庁保健福祉部
長寿社会課 事業者指導班

　〒700-8570

　岡山市北区内山下２－４－６
電話 086-226-7325
FAX　086-224-2215

　２３　疑義照会等

県民局等担当課一覧

　 平成２１年３月の県が実施した集団指導以降におきましては、介護施設・事業所からの疑義

照会・質問等の窓口は、担当する各県民局（下記一覧参照）に一元化しています。

　 今回の集団指導の内容に限らず、全ての疑義照会・質問等は、｢質問票｣（次ページ掲載）に

より、ＦＡＸにて担当の県民局へ送信してください。

　 なお、電話での照会等には原則として回答できませんので、ご了承願います。

　 また、併せて、各施設・事業所におかれましては、今回の集団指導に出席されていない管理

者・従業者の方々にも、その旨伝達・徹底されますようお願いします。

■疑義照会（質問）について

2
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平成 年 月 日

施 設 名
事業所名

サービス
種　　別

事業所
番　号 ３ ３

所 在 地 番地等

電話番号 FAX番号

担当者名 (氏名)

【質　問】

【回　答】

※　ご質問がある場合は、この質問票により、必ずＦＡＸにてお問い合わせください。

※　宛先（FAX送信先）は、県民局担当課一覧をご覧ください。

質　　問　　票

(職名)

市町村名
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